
区福島区役所　保保健福祉センター（福島区役所）

●�固定資産税・都市計画税（第２期分）の�
納期限は、８月２日（月）です
　�　市税へのご理解と納期内の納付をお願い
します。

問合 �弁天町市税事務所　固定資産税グループ�
☎4395-2957（土地）、2958（家屋）

　　�船場法人市税事務所　固定資産税（償却
資産）グループ　☎4705-2941

　市税の納付には、安全・確実・便利な口座振替・
自動払込(Web申込可）をぜひご利用ください。
問合 �船場法人市税事務所　収納管理グループ�
☎4705-2931

市税事務所からのお知らせ

●�時間に余裕をもった運転で無理な追い越し、
すり抜けはやめましょう！
●�スピードを控え、危険を予測した運転を！
●�車の横をすり抜けての追い越し・路側帯通
行・右側通行・割り込み・進路変更等をやめま
しょう！

問合 �大阪府福島警察署　☎6465-1234

危険！
やめようバイクのすり抜け運転！

　国民年金基金は、国民年金に年金を上乗せ
する公的な制度です。国民年金の第１号被保
険者（自営業などの人）で保険料を納めている
20歳以上60歳未満の方、60歳以上65歳未満
で国民年金に任意加入している方、海外居住
されていて国民年金に任意加入している方が
加入できます。
問合 �全国国民年金基金　大阪支部�

☎0120-65-4192

■国民年金基金のご案内■

　アシナガバチは、巣を攻撃しない限
り人を襲う危険性はなく、容易に駆除
を行うことができます。大阪市は原則と
してハチの駆除を行っておりません。必要な場合
は、右記の方法により駆除してください。ただし、
危険を感じた場合はすぐに駆除を止め、専門の業
者（有料）に依頼しましょう。

【ハチの駆除方法】
❶ �駆除を行う場合は、長袖、長ズボン、軍手、帽子を
着用し、なるべく体の露出をなくしてください。

❷ �日が沈むと巣に戻り活動が鈍くなるため、夜に
市販の殺虫剤（ハチ用ではなく、ゴキブリ用や
ハエ・蚊用でも可能）を巣にめがけて風上から
一気に噴射します。

❸ �すべてのハチが落ちて死んだことを確認し
た後、巣を棒で落とします。

❹ �巣は素手で触れずに、ビニール袋に集めてご
みとして捨ててください。

【ハチの巣ができやすい場所】
　雨、風をしのげる場所に巣を作ります。（軒下、植
え込みの枝等）日常生活に支障のある場所に巣が
作られたときは、小さなうちに取り除きましょう。問合 �保保健福祉課� ２階24番　運営 �

☎6464-9973　 6462-4854

※�危ないというイメージが強いハチですが、草木の害虫である
蝶や蛾の幼虫などの昆虫を捕食したり、植物の受粉の手助け
をするなど、自然界のバランスを保つうえで重要な働きをし
ている昆虫です。

保険年金担当からのお知らせ

介護保険担当からのお知らせ

問合 ��保保健福祉課� ２階22番　介護保険・高齢者福祉 �☎6464-9859　 6462-4854

ハチにご注ハチにご注意!!意!!

　地域の方々が中心となり、住みよいまちづく
りをめざして様々な事業を実施しています。会
計の透明性確保のため、決算予算の会計情報
を区役所のホームページで公開しています。

問合 �区市民協働課� ５階52番　地域活動支援 �
☎6464-9743　 6464-9987

地域活動協議会 会計情報の公開

令和２年度決算 令和３年度予算

●�年金相談（受給相談・受給申請・年金記録確認）
は事前にご予約をお願いします。
　�【予約受付専用電話】�
☎0570-05-4890（平日８：30～17：15）�
※�予約相談希望日１か月前から前日まで受付

福島年金事務所からのお知らせ

●�ご存知ですか？国民年金保険料の免除制度�
　新型コロナウイルス感染症の影響を含む収
入の減少や失業等により、保険料の納付が困
難な場合はご相談ください。
※�いずれも基礎年金番号のわかる年金手帳や年
金証書をご準備のうえご連絡ください。

問合 �福島年金事務所　☎6458-1855

　要介護（支援）認定を受けている方及び総合
事業の事業対象者の方全員に、７月中旬に送
付します。
　負担割合証（黄色）には、令和３年８月から
令和４年７月に介護サービス等を利用した際
の自己負担割合（１割から３割）を記載してい
ます。
　介護サービス等を利用する際に、「介護保
険被保険者証（ピンク色）」と併せてサービス
提供事業者に提示してください。

●介護保険負担割合証を送付します

　65歳以上（介護保険の第１号被保険者）
で、保険料を年金からの引き落としにより
納付いただいている方に、７月中旬に送付
します。
　また、口座振替や納付書等で納付してい
ただいている方には、４月に決定通知書を送
付しておりますが、保険料段階の変更や納付
方法が変更となる場合、改めて送付します。

●介護保険料決定通知書を送付します

　大阪市国民健康保険に加入の70歳から
74歳の方に、７月下旬までに新しい高齢受
給者証（カード型）を送付します。
　現在のものは８月から使用できなくなり
ます。７月中に届かない場合は、お問合せく
ださい。

はがきサイズから
カードサイズに変更します

●国民健康保険高齢受給者証を送付します

問合 ��区窓口サービス課� １階17番　保険年金 ��
☎6464-9956　 6462-2593

①�新しい被保険者証を送付します
　�75歳（一定の障がいがあると認定された方
は65歳）以上の方に、令和３年度の被保険
者証（桃色）を７月上旬に送付します。

　�現在の証（薄緑色）は８月から使えなくなり
ます。７月中に届かない場合や郵便局の保
管期限を過ぎた場合は、お問合せください。

②保険料決定通知書を送付します
　�７月中旬に送付します。保険料を年金から
の引き落としにより納付いただいている方
は、口座振替による納付方法が選択できま
すので、お問合せください。

●後期高齢者医療制度について

※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨等するものではありません。※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨等するものではありません。

2 大規模災害発生後の福島区内の避難所の開設・収容状況や、食糧・水の配給状況等は、ウメダFM Be Happy ！78.9をお聞きください。
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